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第１章 「美し国おこし・三重」進捗概要

１ 取組概要

名 称 美し国おこし・三重

目 的 「文化力」を生かした自立･持続可能な地域づくり

取組の構成 ア 地域での美し国おこし
イ テーマに基づき全県的に取り組む美し国おこし
ウ 節目に行う効果的な情報発信の取組

展開エリア 三重県全域（29市町）及び県外関連箇所

取組期間 2009年（平成21年）～2014年（平成26年）

実施主体 「美し国おこし・三重」実行委員会

２ テーマと基本方針

テ ー マ めぐる つむぐ はぐくむ 常若の三重

基本方針 ア 地域の個性や文化にこだわります。
イ “私たちの暮らしの場”そのものが舞台です。
ウ 住む人、訪れる人、みんなが主役です。
エ 目的を共有し、取組の成果を検証します。
オ 新たなイベントのスタイルを創造します。

３ 取組の柱
■ 自発的な地域づくりグループへの支援
■ 自立性・持続性を高めるしくみづくり
■ 新たなイベントスタイルによる地域力の結集と成果の情報発信

４ 平成21年度の進捗状況（１月末現在）

平成21年度は、「美し国おこし・三重」のスタートの年として、オ

ープニングの諸事業や、各市町における説明会、座談会、個別座談会

などの開催を通じ、取組の認知と理解に努めました。その結果、地域

において“絆”づくりや地域資源を活用した付加価値づくりに取り組む

１３２のグループがパートナーグループとして登録され、各グループ

活動の進展に向け、個別座談会の開催頻度が高くなっています。

また、活動の自立・持続化をめざしてプロジェクト認定し、４グルー

プに財政的支援を、４グループに５件の専門家派遣を行いました。

■説明会・座談会（個別座談会含む）の開催回数・・・５２３回

■パートナーグループ登録数 ・・・・・・・１３２グループ

■財政的支援パートナーグループ数 ・・・・・・４グループ

■専門家派遣数 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件
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さらに、「美し国おこし・三重」のモデルとなる１０の取組をキッ

クオフプロジェクトとして認定し、重点的な支援を行ってきました。

また、担い手の育成では、ファシリテーション研修と広報・情報発

信研修を実施しました。

■ファシリテーション研修・・３会場（津、四日市、伊勢）５２名参加

■広報・情報発信研修・・・・３会場（桑名、尾鷲、伊賀）５１名参加

５ プロデューサーユニットの役割

平成2１年度に引き続き、座談会の開催、パートナーグループの登

録、パートナーグループへの支援など「地域での美し国おこし」を推

進すると同時に、新たに「テーマに基づき全県的に取り組む美し国お

こし」を展開していくために、地域づくりやイベントのノウハウを有

する専門家で以下のチーム（プロデューサーユニット）を構成し、全

体の事業推進や個々の活動の支援にあたります。



第２章 地域での美し国おこし

１ 座談会の開催

座談会は、地域づくりに関心のある皆さんや、既に地域づくりに取

り組まれている皆さんなど、地域をより良くしていこうという思いを

もつ住民の皆さんが集まる場です。平成２２年度も引き続き各市町と

連携しながら座談会を開催、「美し国おこし・三重」の取組の説明や

パートナーグループの登録を進めていきます。

２ 平成２２年度の座談会等開催の方針

既存グループや新規グループの参画を進めるため、下記の方針で座

談会等を開催することとします。

ア 地域づくりグループ、キーパーソンの発掘

説明会については、「美し国おこし・三重」取組の全般の説明や

各グループの活動紹介、課題のヒアリングが主な内容となることか

ら地域事務所職員が司会進行や説明を行い、地域づくりグループ、

キーパーソンの発掘を進め、その後の座談会の開催やプロデューサ

ーユニットによる面談につなげていきます。

イ 座談会の進行（ファシリテーション）体制の拡充

地域担当プロデューサーの体制を充実させることに加え、平成

２１年度から実施しているファシリテーション研修の受講者の中か

ら、希望者を募り、一般的な座談会進行役を担える人材の育成を図

るほか、地域で既に活躍している方に市民プロデューサー地域限定

実証事業として委託するなど座談会の進行体制を拡充します。
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３ パートナーグループへの支援

パートナーグループに登録いただくと、要望に応じ次の支援メ
ニューを活用いただけます。

なお、支援メニューは、「テーマに基づき全県的に取り組む美し国
おこし」への参画の有無にかかわらず活用いただけます。

（１）人材・グループ育成支援
ファシリテーション技術や広報・情報発信の研修や、グループ

力強化のための支援。

（２）専門家派遣
専門家による技術、ノウハウ、ネットワーク提供など。実行委

員会独自の専門家派遣および国、県、市町の専門家派遣事業と連
携して支援。

（３）広報・誘客支援
実行委員会の広報ツールや同構成団体のもつ広報媒体などを活

用し、活動の周知、仲間集め、集客・販売促進などにつながるよ
う支援。

（４）ネットワーク化支援
ネットワーク交流会やネットワークコーディネーターによる個

別のネットワーク形成支援。

【プロジェクト認定を受けたパートナーグループを対象】

（５）財政的支援
各パートナーグループが、自立し、活動を継続していくために

必要な取組を「プロジェクト企画」としてまとめ、その取組の初
期投資部分に対して一定のルールで補助。









第４章 担い手の育成と支援

１ 担い手の育成

■人材（キーパーソン）育成
ア 研修の目的と体系

地域づくりをとおして「新しい時代の公」の担い手となる

人材の育成を目的として、4つの専門研修を設定。22年度

は、21年度に引き続きファシリテーション、広報・情報発

信の研修を実施します。

イ 研修の内容

（ア）ファシリテーション研修
a 目的

異なる立場や考え方を持つ人びとの話し合いの場において、
対話をとおして発想を膨らませたり、全員のアイデアを統合し
て新たな知恵を生み出したりする「場づくり」のスキルや「進
行役」としての心構えを習得します。

b 実施時期／エリア
平成 22年6-8月／熊野 7-9月／松阪 8-10月／鈴鹿

（イ）広報・情報発信研修
a 目的

自分たちの取組を広報することにより、仲間を増やしたり、
多くの人から支援を得たりするなど、ネットワークを広げてい
くためには情報発信力を持つことが不可欠です。情報発信のス
キルや交流を創出するためのノウハウを持った人材を育成しま
す。また希望者の中から「美し国おこし・三重」ＰＲ隊を構成
し、実際の事業の中で広報の現場を体験する機会をつくります。

b 実施時期／エリア
平成22年8-10月／津 9-11月／四日市 10-12月／伊勢

津 熊野 桑名

四日市  松阪  尾鷲

伊勢 鈴鹿  伊賀

桑名 津 熊野

 尾鷲 四日市  松阪

 伊賀 伊勢 鈴鹿

2009年度

（平成21年度）

2010年度

（平成22年度）

ファシリテーショ ン

研修

 広報・情報発信

研修

2011年度

（平成23年度）

６

■平成２３年度以降の研修に向けた準備

（ウ）マネジメント研修（平成23～25年度）
平成23年度から実施する予定のマネジメント研修に使用する

カリキュラム・テキスト等に関する情報収集を行います。
【研修の目的】

活動を継続させるためには、事業収益を上げることも含め、
いかに資金を確保するかということが課題となります。企業の
社会貢献活動との連携や賛同者･出資者の確保､さまざまな融
資制度や助成制度の活用など、パートナーグループの活動を継
続させるための研修を想定します。

（エ）市民プロデューサー研修（平成24年度）
平成24年度に実施する予定の市民プロデューサー研修の体系

についてパートナーグループのニーズの把握を行います。
【研修の目的】

パートナーグループの活動を活性化するため、経済的な視点
とノウハウを持った人材を育成します。地域資源を活用し、
ビジネスの手法で地域の課題解決や、利益を地域に還元するコ
ミュニティビジネスの起業や地域のプロジェクトを実現してい
くプロデュース能力を身につける研修を想定します。



２ 担い手の支援

（１）専門家派遣
ア 専門家派遣の概要

実行委員会は、パートナーグループの活動を活性化し、課
題を解決するため、パートナーグループの要請に基づき、 ふ
さわしい専門家を派遣します。
「目的」「基本方針」は、原則21年度実施計画と同様です。

イ 派遣ルールの変更点
パートナーグループのニーズを踏まえ、22年度より予算内で

の対応を前提に下記のとおり制度を変更します。

（ア）各パートナーグループは、チケットに設定された上限額
以内であれば、対象期間中、何度でも専門家派遣を要請する
ことができるものとします。

（イ）同種のニーズをもつパートナーグループが複数で専門家
の招聘を行うときには、パートナーグループの数に応じて、
専門家の招聘可能な回数が増えるしくみとします。

（ウ）パートナーグループの活動を早期に活性化するために、
パートナーグループ登録後、原則２年間を派遣対応期間と
します。

但し、平成21年度登録団体に関しては、平成23年度末
までとします。

（２）広報・誘客支援
ア 目的

個々のパートナーグループの活動紹介や活動への参加・協

力募集の告知などの広報・誘客の支援を行います。

具体的には、次の手段を活用し、広報・誘客支援を行います。
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イ 内容
（ア）実行委員会が制作する各種媒体

・座談会だより「あむあむ」・隔月／1.5万部
・「美し国おこし・三重」だより・・・年1回／1万部

・「美し国おこし・三重」ホームページ

・各種チラシ・・・イベントの告知など

（イ）実行委員会構成メンバーが発信する広報宣伝媒体

・県発行「県政だより」・・・毎月発行／72万部
・県提供「テレビ」・・・毎月

・県提供「新聞広告」・・・2段／年6回

・県提供「ラジオ」・・・毎月

・県／NHK「地上デジタル放送」・・・毎週

・各市町広報媒体 他、実行委員会構成団体・企業広報媒体

（３）ネットワーク化支援

ア 「美し国おこしサポーターズクラブ」

■会員種別・・・・個人会員、グループ会員の２種類
■サポートの内容

（ア）ＰＲサポート
「美し国おこし・三重」の取組について、県内外での認知

度向上のために行う次のＰＲ活動
a 会議、イベント等における、事務局が提供する「美し国お

こし・三重」及び三重県に関する資料を活用したＰＲ活動
b 県外の三重県ゆかりの地におけるＰＲ活動

（イ）担い手サポート
実行委員会が行う事業又は、実行委員会の構成団体やパー

トナーグループが「美し国おこし・三重」の趣旨に沿って行
う事業に直接参画し、その活動をサポート



イ 平成22年度成果発表・交流会
（ア） 目的

全てのパートナーグループを対象に一年の取組をお互いに発表し
合い、取組2年目となる年の総括をすると同時に、次年度に向けた
活動の抱負を語り合う交流会を行います。

県内全域にわたってのグループ間相互連携を促進するとともに、
「美し国おこし・三重」事業の内外へ向けた情報発信の機会とする
ことを目的とします。

（イ） 内容
・主催：実行委員会

・日程：平成23年2～3月の1日

・場所：県内大型施設

・参加数：（規模）パートナーグループ（150）

テーマプロジェクト参加グループ

（30）

（集客）県内外から1～2,000人
・進行案

・パートナーグループによる交流大会

・テーマプロジェクト22年度の実践発表

・主催者による「美し国おこし・三重」の現状のプレゼ

ンテーション

・成果物や地域産品を持ち寄った懇親会と商談会
・ゲストによる講演

・各地伝統芸能などによるステージイベント

８



２ 市町が参画した実行委員会等への財政的支援
【平成22年度のモデル事業】

ア 基本的考え方
（ア）市町が重点分野と位置付け、自立・持続に向けた課題を有する

もので、市町を中心として地域の多様な主体が参画（パートナーグ
ループの参画を必須とします。）して実行委員会等（以下「市町実
行委員会」という。）を構成し、その解決に向けた仕組みづくりを
行う取組に対して、財政的支援を行います。

（イ）財政的支援事業の実施期間
平成22年度～25年度

９

イ 補助限度額・補助率について
（ア）補助限度額

補助対象事業費の限度額は、5,000千円以内とし、5,000千円
を超えた部分については、市町実行委員会が全額負担するものと
します。

（イ）補助率
実行委員会は、市町実行委員会への市町負担額と同額以内（過疎

地域等の場合を除く。）を支援することとし、支援の限度額（上
限）は、2,500千円とします。

※ 過疎地域等（過疎地域、準過疎地域、離島地域および東紀州地
域）の場合は、実行委員会の負担割合は、市町負担額の３／２以
内、支援の限度額（上限額）は、 ３,000千円以内とします。

※ 過疎地域等とそれ以外の市町が連携して事業を実施する場合
（同じ市町内で過疎地域等とそれ以外の地域がともにある場合に
おいて、それらの地域間で連携して実施する事業も同様）は、嵩
上げ率を半減し、実行委員会の負担割合は、市町負担額の11／
9以内、支援の限度額（上限額）は、 ２,７５0千円以内とします。

（４） 財政的支援
１ パートナーグループに対する財政的支援

ア 基本的考え方
（ア） 財政的支援は、それぞれのパートナーグループの活動の自立

・持続性を高める取組としてプロジェクト認定を受けたものに
対して行います。基本的には、地域に貢献する収益事業や社会
企業化をめざすことで、活動の持続性を高め、地域に貢献しな
がら安定した活動を維持できる取組の初期投資の費用に対して
支援することとします。

（イ） 補助は原則1回限りとし、次年度以降は当該初期投資によっ
て展開される活動の中から運営費をまかなっていくこととなり
ます。

（ウ） 財政的支援事業の実施期間
平成21年度～26年度

イ 補助限度額・交付率について
（ア） 補助限度額

補助対象事業費の限度額は、1,200千円以内とし、
1,200千円を超えた部分については、パートナーグループ
が全額負担するものとします。

（イ） 交付率
実行委員会、市町、パートナーグループの負担割合は次のと

おりであり、実行委員会は、市町支援額と同額以内（過疎地域
等の場合を除く。）を支援することとし、支援の限度額（上
限）は500千円とします。

なお、次の範囲内で、市町が行う地域づくりに対する支援の
考え方や実情に応じて個々に限度額などを設けることができる
こととします。

※ 過疎地域等：過疎地域、準過疎地域、離島地域および東紀州地域

区分 金額 負担割合
実行委員会 市町 ﾊﾟｰﾄﾅｰｸﾞﾙｰﾌﾟ

通常
600千円以下の部分 1/2 1/2 －

600千円超～1,200千円の部分 1/3 1/3 1/3

過疎地域等
600千円以下の部分 3/5 2/5 －
600千円超～1,200千円の部分 7/15 4/15 4/15



第５章 広報宣伝・活動促進

１ 広報宣伝・活動促進の６年間の展開

（取組期間中の広報宣伝・活動促進事業基本方針）

ア 「美し国おこし・三重」の取組全体の認知・理解促進
主に県民の皆さんに「美し国おこし・三重」のめざすところ

や、実現していくための手順についての認知を促進し、「美し
国おこし・三重」の取組全体に対する理解を得ていきます。

イ 地域での美し国おこし活動（個々のパートナーグループの
取組）の認知促進・活動促進

パートナーグループの取組を実行委員会の自主媒体で広く
紹介するとともに、個別の活動特性に応じ、県内外の情報媒
体に取材依頼を呼びかけます。誘客のための活動促進、広告
宣伝活動もタイミングをはかりながら展開していきます。

エ 「美し国おこし・三重」集大成イベントの認知促進・活動
促進

平成24年度からは、集大成イベントに向けた広報宣伝活動
および活動促進を始めていきます。全国的な話題となるような
テーマと連動した誘客促進の諸活動を実施するとともに、パー
トナーグループが進めてきた6年間の活動の集大成の成果を広
く県内外にアピールしていきます。

ウ テーマに基づき全県的に取り組む「美し国おこし・三重」
活動の認知促進・活動促進

平成22年度から全県的に取り組む美し国おこしについて、
準備の過程や成果および取組の継続の様子を県内外にアピー
ルしていきます。テーマに対応した全国レベルの媒体への取
材依頼や実際の成果に直結する活動促進の取組と連携しなが
ら進めていきます。

また、テーマに応じた活動促進を、関連する実行委員会構
成委員と意見交換しながら進めていきます。
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２ 平成22年度の広報宣伝基本方針

ア 「美し国おこし・三重」の取組全般をとおしてシンボルマーク
、ロゴに加えマスコットキャラクターを使用した共通フォーマッ
トを用い、統一的な広報を行なう事で、情報発信力を高めます。

・座談会、住民説明会の開催
・平成22年度成果発表・交流会

イ 地域での「美し国おこし・三重」（個々のパートナーグ
ループの取組）の認知促進について、個々のパートナーグルー
プの紹介に加え、その活動に焦点をあてた情報発信を各種媒体
を通じてアピールしていきます。

特に、パートナーグループが計画するイベントや行事を情報発
信し、広報支援を行い、集客などにつなげていきます。
さらにパートナーグループ自身が情報発信の主体となるようグ
ループ独自の情報発信ツールを提供していきます。

ウ テーマに基づき全県的に取り組む美し国おこしを準備過程も
含め、タイミングをとらえ積極的に情報発信していきます。

エ 県内のマスコミ媒体各社との関係構築を進めると同時に、全
国の一般／専門メディアに対する情報発信を強化していきます。
また、ネット社会に対応した、情報発信対策も進めます。

オ パートナーグループが自ら積極的に情報を発信する機運を高め
るとともに、地域の皆さんが地域のことを情報発信しようとする
取組との連携を図ります。



第６章 目標と評価検証・記録

１ 目標の設定と評価

（１） 目標の設定と評価
基本計画に掲げる目標の実現に向けて、平成２2年度は、取組

の基本となる座談会を積極的に開催するなど、しくみづくりや
仲間づくりから行うことを前提に、次のように目標を設定しま
す。

ア 地域への愛着度
（ア） 三重県が実施する「一万人アンケート調査」による

「地域への愛着度」
ａ 2010年（平成22年）目標 71％以上
ｂ 2014年（平成26年）目標 75 %以上

イ パートナーグループの活動充実・満足度
（ア） この取組に参画するパートナーグループの自己評価に

よる活動充実･満足度
ａ 2010年（平成22年）目標 70％以上
ｂ 2014年（平成26年）目標 70%以上

ウ 集客・交流者数
（ア） 三重県における観光レクリエーション入込客数

ａ 2010年（平成22年）目標 3,400万人
ｂ 2014年（平成26年）目標 3,500万人

（２） 個別の取組指標と目標の設定
取組の３つの柱ごとの指標と目標の設定

ア 自発的な地域づくりのグループの発掘、育成
（ア） パートナーグループとして登録されたグループ数

ａ 2010年（平成22年）目標 200グループ
ｂ 2014年（平成26年）目標 延べ1,000グループ

イ 自立性・持続性を高めるしくみづくり
（ア） 自立・持続のしくみの構築数（中間支援組織・機能）

＊パートナーグループや市民活動を支援する中間支援組織（機能）など、

地域づくりの取組の自立・持続性を高めるしくみの構築数

ａ 2010年（平成22年）目標 3件
ｂ 2014年（平成26年）目標 延べ30件

ウ 新たなイベントスタイルによる地域力の結集と成果の情報
発信

（ア） ネットワーク構築数
＊パートナーグループからの報告などによる地域内外のさまざまなパー

トナーグループや団体との間に構築したネットワーク数

ａ 2010年（平成22年）目標 600グループ
ｂ 2014年（平成26年）目標 延べ3,000グループ

（イ） 地域活動参加率
＊三重県が実施する「一万人アンケート調査」による地域の活動への参

加率基準年 ：2008年（平成20年） 15.5％)

ａ 2010年（平成22年）目標 20％
ｂ 2014年（平成26年）目標 25％

エ その他の個別の取組指標と目標の設定
（ア） 座談会開催数

ａ 2010年（平成22年）目標 350回
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２ 記録

（１） 記録の実施方針
自立・持続可能な地域づくりのためには「成果の評価・検証」

および「成果の情報発信」が重要となるため、個々の取組に関する
記録を行っていきます。

ア 「成果の評価・検証」のための記録

「美し国おこし・三重」では、各パートナーグループの活動が
持続するしくみづくりを行うことから、「何が持続するしくみづ
くりに必要なのか」「持続するしくみをどのように形成していっ
たのか」「そのしくみは、上手く機能しているのか」などについ
て、パートナーグループや市町、団体などへのアンケート調査な
どを行い、その分析・記録に基づき、しくみの評価を行います。

イ 「成果の情報発信」のための記録

「美し国おこし・三重」は、地域における自発的な活動を行う
グループを対象とし、その活動が自立・持続していくための支援
を行う取組であることから、それらの取組を確実に記録し、それ
以降の県内の地域づくりの取組に生かしていきます。

また、それらの活動を広く県民の皆さんに知っていただき、そ
うしたグループの活動や新たなグループづくりの輪が広がってい
くように、さらには、活動を広く知ってもらうことが、パートナ
ーグループのメンバーのやりがいや励みともなるように、次の点
に留意して情報発信を進めていきます。

（ア） これまでの活動はどういう内容だったのか

（イ） 「美し国おこし・三重」で新たに何に取り組んだのか
（ウ） その結果、どのような変化が生じたのか
（エ） 人物を中心とした記録
（オ） チームワークやネットワークといった人のつながりに焦点

をあてた記録を行う。

うま
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「美し国おこし・三重」は、多様な主体で推進していく取組である
ことから、住民の皆さんや団体・企業などの協賛や協力などを得て進
めていきます。

実行委員会やパートナーグループなどが行う取組に、さまざま形
（人的な支援、資金的な支援、物的な支援など）での協賛や協力を呼
びかけていきます。

１ 協賛・協力の種類
（１）協賛

ア 資金協賛
寄付、広告宣伝費・物品購入費の提供など資金での協賛を

いただく形態。
イ 物品協賛

資機材、飲料、通信機器の提供など物品での協賛をいただ
く形態。

（２）協力
ア 人的協力

ボランティア、専門的ノウハウ・技術提供、ネットワークの
提供など人的資源での協力をいただく形態。

イ 貸与協力
場所・スペース、資機材、設備の無償または割引での貸与な

どで協力いただく形態。
ウ 広報協力

実行委員会や個々のパートナーグループの広報宣伝活動に媒
体提供や取材協力などで協力いただく形態。

２ ２２年度の協賛・協力の基本方針
ア 県や市町への特定寄付金を通じた「美し国おこし・三重」実行

委員会、市町推進組織やパートナーグループへの資金協賛のしく
みづくりを行います。

イ 協賛者・協力者に対しての「協賛」「協力」名義の標記など
表示のルールを定め、協賛・協力いただける環境を整えます。

ウ 協力いただく人や貸与された物品などを対象に保険（イベント
包括保険など）を付与します。

うま

第７章 協賛・協力
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